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レッツ原価管理Go2

① 売上伝票から出力

② 売上伝票と請求明細書から出力

③ 請求明細書から出力

レッツ原価管理Go2から出力する請求書でインボイス制度に対応するには、以下の三つの方法がありま
す。

売上伝票で税区分毎の消費税額の計算を適切に行い、税率や消費税額を記載した納品書を発行しま
す。その伝票番号を請求明細書に明記することで、インボイス制度に対応します。

税区分毎の消費税額の計算を適切に行い、税率や消費税額を記載した請求書を売上伝票から発行しま
す。

複数の売上伝票を集計し、再計算した消費税額を記載した請求書を発行します。

インボイス制度に対応した請求書を発行するには？

本マニュアルに記載した設定・運用を行うことでインボイス制度に対応した請求

書(適格請求書)の発行を行うことができます。

売上伝票

(請求書)

売上伝票
No.100

請求明細書
No.100

No.101

:＋

請求明細書

売上伝票
No.100

売上伝票

(納品書)
No.100
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1-1.　自社の登録番号

適格請求書発行事業者の登録番号を請求書に印字する必要があります。
環境設定と売上伝票、請求明細書の書式設定に自社の登録番号を設定します。

(1) 環境設定＞基本設定　を開き、自社の登録番号を入力します。

(2)

書式設定に登録した登録番号が、印刷やExcel書出しに追加されます。

[F4読込]を行うと、環境設定に登録した自社情報(自社名と登録番号)を書式設定に読み込みます。
記載済みの内容（例：振込先）は消えますのでご注意ください。

（事前準備）登録番号の登録1

メニューバーの台帳＞書式設定＞売上伝票（または請求明細書）　を開き、「登録番号」に自社の登録番号を入力し
ます。

参考
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レッツ原価管理Go2

1-2.　仕入先、得意先の登録番号

仕入先、得意先の登録番号は仕入先台帳、得意先台帳に登録します。

● 仕入先の登録番号
仕入先の適格請求書発行事業者の登録番号を入力します。
※自社の登録番号ではありません。

● 得意先の登録番号
得意先の適格請求書発行事業者の登録番号を入力します。
※自社の登録番号ではありません。

情報管理のひとつとしてご利用ください。

入力した登録番号は、自社向けの発注書を出力する際に利用
します。　（3-2.を参照）

入力した登録番号は、レッツ原価管理Go2上では利用してお
りません。
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2-1.　売上伝票から請求書を出力する

● 税端数処理は一つの伝票に含まれる明細の行数に応じて、税計算の指定及び端数処理を行います。

・　売上明細が1行の場合

税計算＝外税明細単位　または　内税　を選択。

税端数調整は不要です。

・　売上明細が複数行ある場合

税計算＝外税明細単位　を選択。

登録前に税端数調整を行います。

異なる税率が混在すると税端数調整ができません。

複数の税率を使用する場合は、伝票を分けて入力してください。

● 消費税額の表示に関する設定は書式設定から行います。

（A4単票_縦2段、縦3段の場合は「請求書」の欄を設定します。）

2 インボイスの発行

メニューバーの台帳＞書式設定＞売上伝票　を開き、「印刷項目」の「□税率毎の消費税額を表示する」「□税率毎の本

体金額を表示する」のオプションをチェックON(☑)にします。

参考

売上伝票＞編集＞入力設定の「□登録、印刷時に税端数調整を実行する」をチェックON（☑）にすると、税端数調

整を自動で行います。（税計算＝外税明細単位の場合のみ）

注意

売上伝票から請求書を出力する場合、売上伝票で「適切な税端数処理」と「税率毎に区分した消費税額の表示」を行い
ます。

税率毎の本体金額と消費税額が出力されます。
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2-2.　売上伝票（納品書）と請求明細書から出力する

売上伝票（納品書）は　2-1. の手順に従い、出力します。

注意

・

・

2-3.　請求明細書から出力する

1.

発行日が入力必須項目になるので入力します。

詳細タブに「調整伝票設定」が表示されます。

調整伝票の工種、伝票部門の初期値を必要に応じて指定します。

請求明細書のみでインボイス制度に対応した請求書を出力す
る場合は、2-3の手順を行ってください。

（売上伝票で税額の調整を行っているため、請求明細書で消費税
の再計算を行うとインボイスの要件を満たさなくなります）

「今回御買上額」を修正すると消費税額が再計算されます。集
計後の値の変更は行わないでください。

請求明細書を出力する際は「□消費税を再計算して調整伝票を作
成する」をチェックOFFにしてください。

請求明細書のみを発行する場合は、請求明細書で「適切な税端数処理」と「税率毎に区分した消費税額の表示」を行い
ます。

集計条件_出力設定で「□消費税を再計算して調整伝票を作

成する」をチェックON（☑）にします。
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2. 集計結果を確認し、[F12確定]をクリックします。

（B)の消費税額で請求を行うことで、「端数処理は一請求あたり、税率毎に１回ずつ」の条件を満たします。

3. 確定後、保存情報画面が表示されます。

請求明細書番号を入力し、[OK]で保存します。

[連番設定]を押すことで請求明細書番号の自動連番設定ができます。

[OK]で保存後、請求明細書を印刷やExcel書出しで出力します。

参考

「参考　消費税」の行は、集計条件＿出力設定で「□消費税行を出力しない」をチェックONにすると出力されませ
ん。

各伝票の消費税額（A）

税率毎の売上金額の合計

から計算した消費税額（B）
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4.

調整伝票を作成した場合、請求明細書番号の登録後に通知を表示します。

作成される調整伝票の内容は以下のとおりです。

・ 調整伝票は作成後に修正、削除が可能です。

・ 紐づいている請求明細書を削除すると、調整伝票も自動で削除されます。

工事

金額

備考

調整した金額

詳細タブ_調整伝票設定_工種　で指定した工種

請求明細書番号

請求明細書番号入力時のメモ

売上日

得意先部門

科目

商品名

仕様　摘要

設定値

請求明細書の集計期間の末日

その他工事

詳細タブ_調整伝票設定_伝票部門　で指定した部門

仮受消費税

「消費税調整」（固定値）

上記（A)の合計金額と（B)の金額に差がある場合、調整伝票（消費税額の差を調整するための売上伝票）を作成
します。

項目名

工種
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3-1.　見積書から印刷する請求書

1. （準備）　見積書の書式設定に登録番号を登録

記載済みの内容（例：振込先）は消えますのでご注意ください。

2. 見積書の表紙に登録番号を設定します。

3.

4. 印刷やExcel書出しで請求書を発行します。

売上伝票、請求明細書以外から発行する請求書では、以下の手順でインボイスに対応します。

参考

書式設定の更新前に作成した見積書から請求書を
発行する場合は、表紙の「登録番号」に直接入力し
ます。

書式設定で登録番号を設定した後に新規作成した
見積書は、自動で登録番号が設定されます。

3 その他の帳票

メニューバーの台帳＞書式設定＞見積書　を開き、「登録番号」に
自社の登録番号を設定します。

[F4読込]で会社情報を更新すると、環境設定の基本設定_自社情
報_登録番号が設定されます。

見積書の設定_印刷設定で「□税率を印刷する」をチェックON（☑）にします。
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3-2.　発注書から印刷する自社向け請求書

1. 仕入先台帳に仕入先の登録番号を入力します。

2. 発注書で必要に応じて税端数調整を行います。

・　明細が1行の場合

税計算＝外税明細単位　または　内税　を選択。

税端数調整は不要です。

・　明細が複数行ある場合

税計算＝外税明細単位　を選択。

登録前に税端数調整を行います。

異なる税率が混在すると税端数調整ができません。

複数の税率を使用する場合は、伝票を分けて入力してください。

3. 印刷やExcel書出しで請求書を発行します。

発注書の印刷設定には登録番号の入力欄はありません。

仕入先台帳に登録した登録番号が出力
されます

登録番号が登録されている仕入先の伝票で、「□仕入先名あり」を

チェックON（☑）にした場合に登録番号を出力します。

印刷設定の請求書の欄の「□印刷する」「□税率を印刷する」「□仕

入先名あり」をチェックON（☑）にします。

注意
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①

②

③

④

⑤

⑥

□ 

□

課税資産の譲渡等を行った年月日

課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場
合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨）

インボイス制度に対応するには、請求書に以下の項目を記載する必要があります。
印刷した請求書が条件を満たしているか必ずご確認ください。

記載事項 チェック

適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

□

適格請求書　チェックリスト

□

4

□

□

課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

税率ごとに区分した消費税額等（消費税額及び地方消費税額に相当する金額の合計額をいいます。）

書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

10
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1. (伝票の登録)

2. (請求書の発行)

売上伝票の印刷もしくは請求明細書より、請求書を発行します。

レッツ原価管理Go2で適格返還請求書を発行する場合は、適格請求書と適格返還請求書を１つの書類として交付する
方法で対応できます。

売上伝票に返品、値引き分の明細を登録します。

インボイス制度開始以降の適格請求書発行事業者である課税事業者は、適格請求書の他、適格返還請求書の交付も義
務となります。

その際、いつの売上に対する返還か記載をします。

適格返還請求書とは、返品や値引きによる売上の返還を行う際、適格請求書発行事業者（売手）が交付しなければなら
ない書類です。

適格返還請求書を発行するには？

返品分の明細行摘要に、いつ

の売上に対する返還かを記

載します
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免税事業者からの仕入を入力する際に、免税事業者用の税区分を使用します。

仕入先台帳の事業者種類を「免税事業者」にすると、伝票入力時の税区分の初期値が免税事業者用の税区分になります。

1.

仕入先台帳の事業者種類を「免税事業者」に設定します。

2. （事前準備）税控除不可分を本体金額に加算する設定の確認

仕訳読込時に金額が不正になります。　

3. （伝票の登録）

伝票日付＝インボイス制度の開始日以降

仕入先＝免税事業者

※自動設定された税区分は手動で変更できます

（事前準備）事業者種類の登録

注意

免税事業者の取引を入力した際に、仕入税額控除できない消費税を本体価格に加算する場合、
環境設定>運用設定２を開き、「□免税事業者との取引で税控除不可分を本体価格に加算する」を有効にします。

弥生会計に仕訳転記を行なっている場合は無効にして
ください。

発注書、仕入伝票、仕入伝票工事入力形式の入力時に「免税事業者」の仕入先を指定している場合、科目や商品を
指定した際に自動設定される税区分が免税事業者用の税区分になります。

の場合、自動設定される税区分が、免税事業
者用の税区分になります。

免税事業者からの仕入を区別するには？

12
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「□免税事業者との取引で控除不可分を本体価格に加算する」が有効の場合

免税事業者の取引を入力した際、税控除できない消費税を自動で本体価格に上乗せ（加算）します。

＜計算対象＞

発注書、仕入伝票、仕入伝票工事入力形式が対象となります。

伝票の直接入力のみ対応しています。テキスト読込、見積書からの複写には対応しておりません。

＜計算条件＞

伝票日付　 2023年10月1日以降

税計算　 内税

事業者種類　 免税事業者

税区分　 免税税区分　例　課税仕(免)

＜使用方法＞

対象の伝票に[税控除外加算]ボタンが表示されます。

＜過去の伝票の扱い＞

本機能の追加前に作成した伝票は「加算なし」になります。

加算処理を行う場合、一つずつ伝票を開いて修正する必要があります。

検索方法　：　伝票の検索条件「税控除外加算」を「加算なし」で検索してください。

・税計算を外税から内税に変更した場合、税込金額で入力し直す必要があります。

・既に財務会計ソフトへ転記している場合、「転記済」のチェックをONにしたまま登録してください。

＜計算基準＞

1.　税込金額から消費税額を計算します。

2.　内税に控除割合をかけて、控除対象の消費税額を計算します。

3.　税込金額から控除対象の消費税額を引いた額が、控除不可分を加算した本体価格になります。

例）税込金額 1,234円を入力、控除割合80%、税端数=四捨五入の場合

加算されている場合は「加算あり」（オレンジ色）、されていな
い場合は「加算なし」（灰色）と表示します。

伝票日付、税計算が計算条件に合わない場合は[税控除外加
算]ボタンを押しても計算を行いません。

伝票日付が2023年10月1日以降、仕入先に免税事業者を入力した場合、
仕入先の税計算の設定にかかわらず伝票の「税計算」は「内税」に自動セットされ、
[税控除外加算あり]になります。

※10 = 税率消費税額 = 1234 × 10 / （100 + 10）
　　　　 = 112.181818…

控除対象の税額 = 112.181818… × 0.8
　　　　　　　 = 89.745454…　→ 90 （小数点以下を四捨五入）

控除不可分を加算した本体価格 = 1234 - 90
　　　　　　　　　　　　　　 = 1144

注意
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4. （転記設定） ※会計ソフトへの転記を行う場合

会計ソフトへの転記を行う場合の注意事項

・ 免税事業者からの仕入には「外税伝票計」以外の税計算方法を使用してください。

・ 控除率の異なる日を含む期間を指定して合計転記を行うと、控除率が正しく反映されません。

・ 弥生会計を使用して、完成振替の転記を行っている場合、

転記設定で「□完成時に「課税仕」の消費税を原価に振替する」をチェックONにしてください。

OFFの場合、原価が正しく計算されません。

（完成振替の転記を行っていない場合や、他の会計ソフトを使用している場合はどちらでも構いません）

チェックONにした場合は、「課税仕」の完成振替税区分を「課税」の税区分に変更してください。

仕訳伝票転記＞財務会計へ転記 より、連動する会計ソ
フトの転記設定画面を開きます。

（入力するコードは各会計ソフトの説明書などをご確認
ください）

免税事業者用の税区分の「外税伝票計」のデータは、会計ソフト側で読込エラーや消費税の控除率が正しく
反映されない等の現象が発生します。

「税区分」の設定で[初期値に戻す]ボタンを押すと、す
べての税区分のコードが設定されます。

入力済みの税区分コードを初期値から変更している場
合は、[初期値に戻す]は使わず、手入力で免税事業者用
の税区分コードを入力します。
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レッツ原価管理Go2

「免税事業者取引明細表」について

加算処理を行わない場合、会計ソフトと金額を比較するには「免税事業者取引明細表」を使用します。

■集計方法

1. メニューバー＿集計処理＞管理集計＞消費税集計　を開きます。

2. 集計条件を入力し、[F12実行]で集計を行います。

出力帳票＝「免税事業者取引明細表」

集計期間＝任意

免税事業者用の税区分で入力した明細を、科目毎、または工事別科目毎に出力します。

（出力例）

各項目について、控除率毎、科目毎、工事毎（工事別科目毎のみ）に合計を出力します。

合計は明細の金額を足した金額ため、①の合計に控除率をかけた金額と②の合計は一致しない場合があります。

「□免税事業者との取引で控除不可分を本体価格に加算する」が有効の場合、

「免税事業者取引明細表」は正しく計算されません。

税抜金額

消費税額①

合計金額

控除適用仕入税額②

レッツ原価管理Go2では、免税事業者からの仕入時に発生した消費税のうち控除されない分を原価へ加算するか、環
境設定で設定することができます。（P.12参照）

注意

控除対象外（①－②）

税抜金額＋控除対象外

項目名 内容

仕入伝票＿明細の税抜金額

仕入伝票＿明細の消費税額

仕入伝票＿明細の税抜金額と消費税額を足した金額

消費税額（①）に控除率をかけた金額
（端数処理は、集計条件＿税端数に従います）

消費税額（①）にから控除適用仕入税額（②）を引いた金額

税抜金額と控除対象外を足した金額
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